
「ねりまのかんきょう」の発行にあたって

　区では、平成18年に練馬区環境基本条例を施行するとともに、「環境都

市練馬区宣言」を行い、環境都市ねりまの実現に向けた努力を積み重ねて 

まいりました。

　平成24年度は、東日本大震災以降のわが国のエネルギー情勢を踏まえ、

無理のない節電・省エネの定着を図るとともに、みどり豊かな練馬のまち

を実現するために緑被率の向上を目指す「みどり３０推進計画」第二期事

業計画の策定、リサイクル品目の拡大および効率的な清掃事業の実施など

に取り組んでまいりました。今後も、子どもたちの世代によりよい環境を

引き継いでいくために、区民や事業者の皆さまのご協力をいただきながら、

さまざまな環境施策に積極的に取り組んでまいります。

　この「ねりまのかんきょう」には、区の環境の現状や調査データなど各

種資料を掲載いたしました。本書が多くの区民の皆さまに活用され、環境

への関心を深め、環境を守り向上させる一助となりますことを願っており

ます。

平成 25 年 9 月

　練 馬 区 長　 志 村　豊 志 郎

環境都市練馬区宣言

　私たちは、武蔵野の台地に広がった雑木林や農地と調和したみどりと水

の豊かなまち練馬を誇りにしてきました。しかし、そうしたまちの風景は、

次第に失われつつあります。

　また、資源とエネルギーを大量に消費する暮らしや事業活動のあり方は、

地球温暖化の原因となる温室効果ガスなどの環境負荷を発生させ、地域の

みならず地球環境に対して大きな影響を与えるようになっています。

　多くの人々の努力により守られてきた環境資産を大切にしながら、快適

で安心して暮らすことのできる環境をつくり、つぎの世代に引き継いでい

くことは、今を生きる私たちの責務です。

　練馬区に住み、働き、学び、集う私たちは、協力して、

　　みどりや水と共生する美しいまち

　　安全で健康に暮らせる生活環境のまち

　　資源やエネルギーを大切にする循環のまち

　　環境にやさしいこころを育み行動の環が広がるまち

を築くことを誓い、ここに環境都市練馬区を宣言します。

　　　　　平成18年８月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　練　　馬　　区

「環境都市練馬区宣言」記念碑

　宣言内容を広くかつ長期にわたって周知するた

め、現在、練馬庁舎、石神井庁舎、春日町リサイクル

センター、関町リサイクルセンター、豊玉リサイク

ルセンターの５ヶ所に「環境都市練馬区宣言」記念

碑が設置されています。

（写真は練馬庁舎に設置されている記念碑）




